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３.予防接種を受ける前の注意

・接種後、急な副反応がまれに起こることがありますので、30分程度は接種場所（医療機関）でお子さんの様
　子を観察するか、医師とすぐ連絡を取れるようにしておきましょう。
・生ワクチンは４週間、不活化ワクチンは１週間程度、副反応の出現に注意しましょう。
・接種当日は入浴出来ますが、接種部位をこすらないようにしましょう。
・ 接種当日の激しい運動は避けましょう。
・接種部位の異常な反応や体調の変化があったときは、すぐに医師の診察を受けましょう。     

予防接種健康被害救済制度

２.予　約

４.予防接種を受ける当日

５.予防接種を受けた後の注意

予防接種による万が一の健康被害に対して、適切な救済を図ることを目的とした２つの補償制度があります。

①予防接種法に基づく救済給付
　定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害が残った場合などの
健康被害の種類に応じて、給付を受ける制度です。ただし、国の審査会で審議し、定期予防接種による健
康被害と認定された場合に、給付を受けることができます。給付の申請が必要な場合は、接種医療機関ま
たは健康課へご相談ください。
②独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済給付
　予防接種法に基づかない接種（任意接種）での健康被害の種類に応じて、給付を受ける制度です。制度の
内容や給付の申請方法など、詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構（フリーダイヤル０１２０－
１４９－９３１）にお問い合わせください。

・「予防接種と子どもの健康」※、｢母子健康手帳」をよく読んでください。
　※生後２か月頃に送付する予防接種のお知らせと予診票のセットの中に入っています。
・16歳未満のお子さんが予防接種を受ける際は、保護者（父母）の同伴が必要です。やむを得ず保護者以外（祖
父母など）が同伴する場合は『委任状』を記入し、接種日に持参してください。委任状がないと接種はでき
ません。なお、接種のときは、子どもの日ごろの健康状態をよく知っているかたが同伴してください。
・委任状は各医療機関および、健康課にあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
・予診票は各医療機関および、健康課にあります。
・病後に予防接種を受ける際は、麻しん、風しん、水ぼうそう、おたふくかぜなどは治ってから４週間程度、
突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑などは治ってから２週間程度間隔をあける必要があります。予防接種を
受ける１か月以内に病気にかかったかたや、かぜなどで治療中のかたは主治医に相談してください。

・22 ～ 23ページの定期予防接種実施医療機関一覧で予防接種を受ける医療機関を選びましょう。
・予防接種を受けるときは、予約が必要です。３日前までに希望する医療機関へ電話などで予約してください。
※予約をするときは、医療機関で接種状況の確認をしますので、手元に母子健康手帳を用意してください。

　◇大館市立総合病院：予約時間は、毎週月曜日15：00～17：00です。
　　　　　　　　　　　※ヒトパピローマウイルス（HPV）、ＲＳウイルス感染症の接種は産婦人科で行います。

　◇山内耳鼻咽喉科：予約不要です。

・持 ち 物　母子健康手帳、予防接種予診票、マイナ保険証または資格確認書、
　　　　　　委任状（保護者以外が同伴する場合）
・接種料金　定期予防接種の対象年齢内のかたは無料です。
　　　　　　対象年齢外のかたの接種料金については、各医療機関にご確認ください。
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